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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

第１四半期連結
累計期間

第48期
第１四半期連結

累計期間
第47期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　６月30日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　６月30日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （百万円） 9,678 9,547 40,017

経常利益 （百万円） 2,072 1,021 5,461

四半期(当期)純利益 （百万円） 1,213 625 3,131

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,287 590 3,281

純資産額 （百万円） 18,596 21,582 21,408

総資産額 （百万円） 32,014 35,582 37,754

１株当たり四半期(当期)純利益金額 （円） 76.55 37.94 195.13

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 76.09 37.70 193.83

自己資本比率 （％） 58.0 60.5 56.5

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △832 △828 2,728

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △1,352 △520 △1,313

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △398 △541 364

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 12,337 14,782 16,710

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在（平成26年８月11日）において当社グループ（当社及び連

結子会社)が判断したものであります。

 

(１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和が進み、景気回復の兆しが見ら

れるものの、輸入物価の上昇を背景とした国内物価の上昇や４月以降の消費税引き上げに伴う個人消費の低迷懸

念等、依然として先行き不透明な状況で推移しております。

このような状況のもと、当社ではさらなる成長を目指し、「高いお客様満足度と効率性を両立させた強い営業

体制の確立」「高品質・短納期・低コストを実現するグローバルな生産体制の確立」「収益マインドの醸成と生

産性向上による盤石な収益構造の確立」「変革にチャレンジする強い人財の育成と働きがいのある職場風土の確

立」を基本方針とし、商品開発力の強化や販売スタッフの技術力・接客力・商品提案力の強化によるお客様の定

着推進、展示試着会の積極的開催、女性向け既製品ウィッグを販売するジュリア・オージェ店舗の拡大、カンボ

ジア新工場の立ち上げ準備等の諸施策を実施いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,547百万円(前年同四半期比1.4%減)となりました。利益に

ついては、売上高の減少や販売促進関連費用の積極的投下により営業利益は1,050百万円(同48.9%減)、経常利益

は1,021百万円(同50.7%減)、四半期純利益は625百万円(同48.4%減)となりました。

 

セグメント別の売上高の状況は次のとおりです。

＜男性向け売上高＞

男性向け売上高については、お客様担当制強化によるお客様の定着推進、販売スタッフの技術力・接客力・商

品提案力の強化によるお客様満足向上等の諸施策を実施した結果、5,440百万円(前年同四半期比1.4%増)となりま

した。

＜女性向け売上高＞

女性向け売上高については、展示試着会の積極的開催や、販売スタッフのスキル強化によるお客様満足向上、

お客様に対する来店フォローの強化と技術力向上による定期来店促進等の諸施策を実施したものの、消費税増税

による影響を克服できず、3,258百万円(同10.6%減)となりました。

＜女性向け既製品売上高＞

女性向け既製品ウィッグを販売する「ジュリア・オージェ」の売上高については、ショッピングモール等への

新規出店を積極的に実施した結果、693百万円（同28.8%増）となりました。

 

(２）財政状況

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比2,172百万円減少し、35,582百万円となりまし

た。これは、現金及び預金、売掛金が減少したこと等により流動資産が2,381百万円減少した一方、無形固定資産

の増加等により固定資産が208百万円増加したことによるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比2,346百万円減少し、13,999百万円となりました。

これは、未払金、未払法人税等、前受金の減少等により流動負債が2,248百万円減少したこと等によるものです。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比174百万円増加し、21,582百万円となりました。

これは利益剰余金が201百万円増加したこと等によるものです。
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(３）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現

金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結会計年度末比1,927百万円減少し、14,782百万円

となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前四半期純利益1,022百万円に加え減価償却費219百万円、賞与引当金の増加319百万円、売上債権の

減少398百万円等があった一方、前受金の減少589百万円、法人税等の支払1,453百万円、その他の営業支出480百

万円等により、828百万円の資金支出(前年同四半期は832百万円の資金支出)となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形固定資産の取得による支出280百万円、無形固定資産の取得による支出236百万円等により、520百万円の資

金支出(前年同四半期は1,352百万円の資金支出)となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払476百万円、リース債務の返済による支出65百万円等により、541百万円の資金支出(前年同四半期

は398百万円の資金支出)となりました。

 

(４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次

のとおりです。

　当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人材の育

成、グループ経営によるコスト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組

むことが必要であり、また、取引先、従業員、地域住民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが

不可欠であると考えております。

　上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者

によって中長期的に確保されない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになりま

す。

　当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確

保されない、即ち、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行

う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。

　現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳で

はなく、また、当社として、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予

め定めるものではありません。

　しかしながら当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社株式取引や株

主の異動を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と

判断する措置を取るものとします。

　具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共

同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるもの

とします。

(５）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、35百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 55,440,000

計 55,440,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 17,168,700 17,168,700
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 17,168,700 17,168,700 － －

（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成26年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

　　　発行された株式数は含まれておりません。

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日

（注）

900 17,168,700 135 3,663,060 135 3,550,560

　（注）　新株予約権の行使による増加であります。

 

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

582,100
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

16,583,600
165,836 －

単元未満株式
普通株式

2,100
－ －

発行済株式総数 17,167,800 － －

総株主の議決権 － 165,836 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）所有の自己株式が

89,900株（議決権の数899個）含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱アートネイチャー
東京都渋谷区代々木

三丁目40番７号
582,100 － 582,100 3.39

計 － 582,100 － 582,100 3.39

（注）　資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式89,900株は、上記自己株式に含まれてお

　　　りません。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,690,314 12,762,648

売掛金 4,950,216 4,548,317

有価証券 2,019,818 2,020,047

商品及び製品 1,511,546 1,584,380

仕掛品 124,072 112,752

原材料及び貯蔵品 1,034,979 1,023,282

その他 1,541,692 1,434,131

貸倒引当金 △19,677 △13,809

流動資産合計 25,852,963 23,471,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,062,714 4,102,584

その他（純額） 2,772,537 2,755,855

有形固定資産合計 6,835,251 6,858,440

無形固定資産   

その他 445,670 630,464

無形固定資産合計 445,670 630,464

投資その他の資産   

その他 4,684,435 4,685,196

貸倒引当金 △63,527 △63,348

投資その他の資産合計 4,620,907 4,621,847

固定資産合計 11,901,830 12,110,753

資産合計 37,754,793 35,582,504
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 358,818 241,711

未払金 2,013,447 1,234,118

未払法人税等 1,557,281 363,039

前受金 4,802,951 4,213,797

賞与引当金 905,878 1,225,209

役員賞与引当金 150,000 37,500

商品保証引当金 31,206 30,336

ポイント引当金 67,760 67,614

その他 1,411,324 1,636,939

流動負債合計 11,298,669 9,050,266

固定負債   

役員退職慰労引当金 1,202,065 1,194,876

退職給付に係る負債 2,496,107 2,438,195

資産除去債務 1,067,620 1,085,685

その他 281,382 230,512

固定負債合計 5,047,176 4,949,269

負債合計 16,345,845 13,999,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,662,925 3,663,060

資本剰余金 3,550,447 3,550,582

利益剰余金 14,626,624 14,828,058

自己株式 △531,433 △531,433

株主資本合計 21,308,564 21,510,268

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,329 4,944

為替換算調整勘定 167,253 117,019

退職給付に係る調整累計額 △129,939 △117,170

その他の包括利益累計額合計 40,643 4,793

新株予約権 51,368 59,073

少数株主持分 8,371 8,833

純資産合計 21,408,947 21,582,968

負債純資産合計 37,754,793 35,582,504
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 9,678,082 9,547,308

売上原価 2,475,668 2,598,997

売上総利益 7,202,414 6,948,311

販売費及び一般管理費 5,146,945 5,897,925

営業利益 2,055,468 1,050,385

営業外収益   

受取利息 17,975 25,156

受取配当金 172 －

その他 21,030 16,369

営業外収益合計 39,179 41,525

営業外費用   

為替差損 1,395 35,547

支払保証料 15,723 16,374

その他 5,337 17,998

営業外費用合計 22,455 69,920

経常利益 2,072,191 1,021,989

特別利益   

固定資産売却益 － 888

特別利益合計 － 888

特別損失   

固定資産除却損 7,418 79

特別損失合計 7,418 79

税金等調整前四半期純利益 2,064,773 1,022,799

法人税、住民税及び事業税 908,742 343,451

法人税等調整額 △58,809 52,680

法人税等合計 849,933 396,131

少数株主損益調整前四半期純利益 1,214,840 626,667

少数株主利益 1,194 796

四半期純利益 1,213,645 625,870
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,214,840 626,667

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,158 1,614

為替換算調整勘定 74,018 △50,568

退職給付に係る調整額 - 12,768

その他の包括利益合計 72,859 △36,185

四半期包括利益 1,287,700 590,482

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,286,125 590,020

少数株主に係る四半期包括利益 1,574 461
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,064,773 1,022,799

減価償却費 179,231 219,854

貸倒引当金の増減額（△は減少） △429 △6,046

賞与引当金の増減額（△は減少） 398,863 319,330

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △112,500 △112,500

商品保証引当金の増減額（△は減少） 2,774 △870

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,477 △145

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70,433 -

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,917 △7,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 51,527

受取利息及び受取配当金 △18,148 -

受取利息 - △25,156

固定資産除却損 7,418 79

固定資産売却損益（△は益） - △888

売上債権の増減額（△は増加） △598,065 398,764

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,409 △59,260

仕入債務の増減額（△は減少） △77,404 △115,950

前受金の増減額（△は減少） △650,727 △589,154

その他 △973,880 △480,820

小計 264,326 614,374

利息の受取額 - 10,482

利息及び配当金の受取額 6,742 -

法人税等の支払額 △1,103,754 △1,453,833

営業活動によるキャッシュ・フロー △832,684 △828,977

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,000,000 -

有形固定資産の取得による支出 △291,231 △280,527

有形固定資産の売却による収入 - 1,205

無形固定資産の取得による支出 △30,354 △236,570

長期貸付金の回収による収入 396 198

敷金及び保証金の差入による支出 △35,717 △64,432

敷金及び保証金の回収による収入 7,344 55,780

その他 △2,894 4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,352,458 △520,345

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △27,994 △65,855

株式の発行による収入 - 270

配当金の支払額 △370,353 △476,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △398,347 △541,789

現金及び現金同等物に係る換算差額 35,501 △36,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,547,988 △1,927,436

現金及び現金同等物の期首残高 14,885,330 16,710,133

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 12,337,341 ※ 14,782,696
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法は、退職給付見込

額の期間帰属方法として期間定額基準を継続採用し、割引率の決定方法を支払見込期間ごとに設定された複数の

割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が109,439千円減少し、利益剰余金が70,435

千円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。

 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用）

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成

25年12月25日）を当第１四半期連結会計期間より適用しております。なお、当第１四半期連結会計期間の期首よ

り前に締結された信託契約であるため、従来採用していた方法を継続適用しております。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

(1）取引の概要

　当社は、自社の株式を給付し、従業員の報酬と当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株

主と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として「株式給付信

託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

　本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が一定の要件を満たした場合に当

該従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

　当社は、従業員に業績等に応じてポイントを付与し、一定の要件を満たした場合に累積したポイントに相当

する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来

分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価

への関心が高まるほか、優秀な従業員の定着化を促すとともに、優秀な人材の確保にも寄与することが期待さ

れます。

(2）信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平

成25年12月25日）第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。

(3）信託が保有する自社の株式に関する事項

　信託における帳簿価額は、前連結会計年度90,619千円、当第１四半期連結会計期間90,619千円であります。

信託が保有する当社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 10,318,278千円 12,762,648千円

有価証券勘定 3,019,062 2,020,047

償還期限が３か月を超える有価証券 △1,000,000 －

現金及び現金同等物 12,337,341 14,782,696

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月20日

定時株主総会
普通株式 396,379 25 平成25年３月31日 平成25年６月21日 利益剰余金

　（注）配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式90,000株に対する配当

金2,250千円を含んでおりません。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する株式を

自己株式と認識しているためです。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月24日

定時株主総会
普通株式 494,871 30 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金

　（注）配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式89,900株に対する配当

金2,697千円を含んでおりません。これは、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する株式を

自己株式と認識しているためです。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
男性向け
事業

女性向け
事業

女性向け
既製品事業

計

売上高         

外部顧客への

売上高
5,367,327 3,643,520 538,139 9,548,987 129,094 9,678,082 － 9,678,082

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － 560,606 560,606 △560,606 －

計 5,367,327 3,643,520 538,139 9,548,987 689,701 10,238,688 △560,606 9,678,082

セグメント利益 3,716,273 2,804,361 486,901 7,007,536 198,743 7,206,279 △3,865 7,202,414

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、男性向け既製品事業及び

製造子会社等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△3,865千円は、セグメント間取引に係るたな卸資産調整額等の消去であり

ます。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
男性向け
事業

女性向け
事業

女性向け
既製品事業

計

売上高         

外部顧客への

売上高
5,440,200 3,258,639 693,364 9,392,205 155,103 9,547,308 － 9,547,308

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － 549,270 549,270 △549,270 －

計 5,440,200 3,258,639 693,364 9,392,205 704,374 10,096,579 △549,270 9,547,308

セグメント利益 3,732,738 2,413,403 616,783 6,762,925 199,106 6,962,031 △13,720 6,948,311

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、男性向け既製品事業及び

製造子会社等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△13,720千円は、セグメント間取引に係るたな卸資産調整額等の消去であり

ます。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「女性向け既製品事業」について重要性が増

したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区

分に基づき作成したものを開示しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 76円55銭 37円94銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,213,645 625,870

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,213,645 625,870

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,855 16,496

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 76円9銭 37円70銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 95 103

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

─ ─

（注）　普通株式の期中平均株式数は、自己名義所有株式分を控除する他、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託

Ｅ口）が所有する自己株式（前第１四半期連結会計期間末日現在 90,000株、当第１四半期連結会計期間末日現在

89,900株）を控除して算出しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月８日

株式会社アートネイチャー

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 湯 浅 信 好　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 関 口 依 里　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アート
ネイチャーの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日
から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アートネイチャー及び連結子会社の平成26年６月30日現在の
財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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